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耐震事業者紹介の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ 耐震事業者紹介に関する窓口・お問い合わせ ▼ 

 

 大阪市耐震改修支援機構 事務局  

大阪市住まい公社 耐震・密集市街地整備支援課 

〒５３０－００４１ 大阪市北区天神橋６丁目４－２０ 

大阪市立住まい情報センター ４階 住情報プラザ内 

   

ＴＥＬ：０６（６８８２）７０３３ 

 ＦＡＸ：０６（６８８２）０８７７ 

営業時間 平日・土曜 9：00～19：00  日曜・祝日 10：00～17：00 

休 業 日 火曜日（祝日の場合は翌日）、 

 祝日の翌日（日曜、月曜日の場合を除く）、年末年始 

 

大阪市耐震改修支援機構ホームページはこちら http://www.osakacity-taishin.jp/ 

大阪市耐震改修支援機構が 

耐震事業者を紹介します！ 

2010.06発行

 

 近い将来、大阪市に甚大な被害をもたらす大地震が高い確率で発生すると予想

されています。地震からご家族の安全を守る、住まいの耐震化は万全でしょうか？ 

 大阪市では、住まいの耐震化を進めるために、建築関係団体や公的団体と連携

し、「大阪市耐震改修支援機構」を設立しました。支援機構では、「住まいの耐震

化ってどうするの？」「耐震改修を任せることのできる事業者さんって、どうやっ

たら分かるの？」といった皆様の疑問にこたえて、耐震化にかかるセミナー等の

開催や、耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事を依頼することのできる「耐震

事業者」の紹介などを行っています。 

大阪市耐震改修支援機構 とは？ 

「耐震事業者」の紹介は、大阪市内にある木造在来構法の住宅（住宅以外の用途

を併存するものを含みます）を所有される方を対象とします。 

資料－６  
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大阪市耐震改修支援機構では、住まいの耐震化に関し、豊かな経験と知識を持つ非営利 

の団体を募集し、「耐震化支援団体」として認定しています。 

この「耐震化支援団体」と連携し、耐震診断や耐震改修設計、耐震改修工事を依頼する 

ことのできる「耐震事業者」をご紹介します。 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      ※1 補助制度を利用するかどうかで 

書式がちがいます。 

 

 

 

耐震事業者 紹介の流れ 

『耐震化支援団体情報』（Ｐ４～９）から、紹介してほしいと思われる耐震化

支援団体をお選びください。 

『耐震化支援団体の紹介申し込み方法』（Ｐ1２）をご覧のうえ、『耐震化支援

団体紹介申込書※1』に必要事項を記入して、大阪市耐震改修支援機構の窓口へ

お越しいただくか、お電話でお申し込みください。 

電話申し込みの場合は、申込書を後日郵送していただきます。 

後日、耐震化支援団体からご連絡させていただきますので、工事の内容や実施

時期など、事業についてのご希望をお伝えください。 

耐震化支援団体がお客様のニーズに合った耐震事業者を選び、この耐震事業者

からお客様にご連絡させていただきます。 

耐震事業者と事業の内容や費用、工期等についてよく打合せてください。 

耐震事業者から提案された事業の内容や費用、工期等に納得してから、契約を

結びましょう。 

依頼された事業を実施します。 

紹介から事業の実施まで 
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※２耐震事業者との契約書や診断報告書など 

の成果品は、大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 補助制度を利用する場合は、契約時期、着手時期、耐震事業者への支払時期の制 

約があります。また、別途、補助金申請のための書類が必要となりますので、詳 

しくは、『大阪市住まい公社耐震･密集市街地整備支援課（電話 6882-7053）』 

にお問い合わせください。 

 

依頼された事業が完了したら 

耐震事業者から事業の完了報告があれば、その内容について、下記の成果品に

より説明を受けておきましょう。 

● 耐震診断であれば、『耐震診断報告書』※２など 

● 耐震改修設計であれば、『耐震改修設計図書』※２など 

● 耐震改修工事であれば『工事（監理）報告書』※２や『工事工程写真』※２

など 

大阪市耐震改修支援機構の事務局から『耐震化支援団体・耐震事業者に関する

アンケート』をお送りいたしますので、ご協力お願いいたします。 
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■ ■ ■

（ （ （

〒 －

年 月 日

－ －

－ －

■紹介できる耐震事業者

1 株式会社新宅工務店

2 株式会社住まい工房　集

3 カメヤグローバル株式会社

4 喜多建設株式会社

5 大長ハウス株式会社

6 東中工務店

7 村口工務店

フリガナ ｴﾇﾋﾟｰｵｰﾎｳｼﾞﾝｼﾞｭｳﾀｸﾁｮｳｷﾎｼｮｳｼｴﾝｾﾝﾀｰ

団体名称 NPO法人住宅長期保証支援センター

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

6 ）事業者 5 ）事業者 6 ）事業者

団体の特徴

 豊かな住生活の実現・普及に向けて住宅が長期に渡り、安全
で安心、快適であるために住宅履歴の整備、住宅メンテナン
ス診断士育成セミナー開催や住宅相談等　様々なサポート活
動を行っています。　トラブルに遭わない、トラブルを拡大
しないために当センターは、新築･ﾘﾌｫｰﾑに関わる住宅をサ
ポートします。

会員数 85 事業者

9:00～17:00 定休日

所在地
540 0012

大阪市中央区谷町1丁目7-4　MF天満橋ﾋﾞﾙ５F

土・日・祝日営業時間／定休日 営業時間

代表者氏名 理事長　東樋口　護

設立年月日 平成 13 12 18

問い合わせ窓口
ＴＥＬ 06 6941

設計 改修工事

8336

ＦＡＸ 06 6941 8337

○

ホームページＵＲＬ http://www.hws.or.jp

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断

○ ○

堺市 ○ ○ ○ ○ ○

大阪市都島区

岸和田市 ○ ○ ○

○ ○

豊中市 ○

○ ○

○ ○

○ ○

大阪市阿倍野区 ○

東大阪市 ○ ○ ○

○ ○

○ ○枚方市 ○ ○ ○

 

 

耐震化支援団体情報 
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■ ■ ■

（ （ （

〒 －

年 月 日

－ －

－ －

■紹介できる耐震事業者

1

2

3

4

株式会社神保塗装一級建築士事務所

○

木ノ音工務店

中村英人建築設計事務所

有限会社 Ｍｓ ｃｏｍｐａｎｙ 

大阪市中央区 ○ ○

フリガナ オオサカタイシンワーキンググループ

団体名称 大阪耐震ワーキンググループ（通称：ＯＴＧ　ｵｰﾃｨｰｼﾞｰ）

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

4 ）事業者 3 ）事業者 1 ）事業者

団体の特徴

 平成17年4月1日設立。一級建築士の耐震の勉強会として設
立。既存木造住宅の耐震診断・改修講習修了者を会員資格と
し、研修等勉強会を行いながら、常に第三者性と専門性を重
んじながら、具体的な診断業務・設計業務・改修工事を実施
し、建築物の耐震化を推進し、安全・安心なまちづくりを目
的とした団体。

会員数 13 人

9：０0～1７：０0 定休日

所在地
554 0024

大阪府大阪市此花区島屋1丁目1-40(有限会社Ｍｓｃｏｍｐａｎｙ内）

不定期営業時間／定休日 営業時間

代表者氏名 水谷　敢

設立年月日 平成 17 4 1

問い合わせ窓口
ＴＥＬ 06 6460

設計 改修工事

4085

ＦＡＸ 06 6460 4090

○

ホームページＵＲＬ

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断

○ ○

大阪市天王寺区 ○ ○ ○

茨木市 ○

○ ○大阪市此花区 ○ ○ ○
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■ ■ □

（ （ （

〒 －

年 月 日

－ －

－ －

■紹介できる耐震事業者

1 株式会社オオトモ建築研究所

2

3 一級建築士事務所啓設計

フリガナ シャダンホウジン　オオサカフケンチクシジムショキョウカイ　リニューアルブカイ

団体名称 社団法人　大阪府建築士事務所協会　リニューアル部会

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

3 ）事業者 2 ）事業者 0 ）事業者

団体の特徴

　我々大阪府建築士事務所協会は設計事務所を会員とした業
務団体です。その中でリニューアル部会とは昨今増え続けて
いるリフォームに対応できるよう知識向上を目指す設計事務
所の集まりです。日々変化する技術・法令等に対応できるよ
う、知識の研鑽に取組むとともに、府民の皆様が悪徳業者等
にだまされないための啓発事業や、研修会・リフォーム相
談・耐震セミナーなど情報発信を積極的に行っています。

会員数 76 人

9：３0～1７：３0 定休日

所在地
540 0011

大阪市中央区農人橋２－１－１０　大阪建築会館２階

土・日・祝日・年末年始営業時間／定休日 営業時間

代表者氏名 辻　裕樹

設立年月日 平成 13 5 16

問い合わせ窓口
ＴＥＬ 06 6946 7065

ＦＡＸ 06 6946 0004

ホームページＵＲＬ http://www.oaaf.or.jp/renewal/

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断 設計 改修工事

株式会社シーゾーン住宅耐震事業部 摂津市 ○ ○ ○

岸和田市 ○ ○ ○ ○

○大阪市東住吉区 ○ ○
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■ ■ ■

（ （ （

〒 －

年 月 日

－ －

－ －

■紹介できる耐震事業者

1 大阪ガス住宅設備株式会社

2

3 株式会社中嶋工務店

4 株式会社ナカタ

5

6 辻建設株式会社

7

8 株式会社中田組

株式会社シーエムシー1級建築士事務所

○
一級建築士事務所ViaBARTOLO34
（ヴィアバルトロ）

○ ○住友林業ホームテック株式会社大阪支店

大阪市北区 ○

○

大阪市生野区 ○ ○ ○ ○ ○

大阪市都島区 ○ ○

○

大阪市中央区

堺市 ○ ○ ○

○ ○

○

大阪市住吉区 ○

○

○ ○

○

○ ○

大阪市西区 ○ ○ ○ ○

大阪狭山市

ホームページＵＲＬ http://www.npo-lso.info

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断 設計 改修工事

1010

ＦＡＸ 06 6456 1073
問い合わせ窓口

ＴＥＬ 06 6456

代表者氏名 河田　惠昭

設立年月日 平成 16 6 16

9：00～19：00 定休日

所在地
530 0001

大阪市北区梅田二丁目５番５号

日・祝日営業時間／定休日 営業時間

団体の特徴

 
 市民と行政と専門家が一体となった市民フォーラムを行う事
によって、耐震化の啓発活動が可能になると思います。
 特に、当法人では１００人を超える一級建築士の会員が在籍
し、また、識者のネットワークも構築しており、行政との連
携も取れているＮＰＯ法人です。
 結果、当法人主催のフォーラムでは、毎回かなりの出席者が
耐震化へと前進されています。

会員数 50 人

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

5 ）事業者 5 ）事業者 7 ）事業者

フリガナ トクテイヒエイリカツドウホウジン　ヒトイエマチアンゼンシエンキコウ

団体名称 特定非営利活動法人『人･家･街　安全支援機構』
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フリガナ

団体名称

■ ■ ■

（ （ （

会員数

所在地 〒 －

営業時間／定休日

代表者氏名

設立年月日 年 月 日

問い合わせ窓口

ホームページＵＲＬ

■紹介できる耐震事業者

1 株式会社サキコム

2 株式会社西脇工務店

3 株式会社細越工務店

エヌピーオーホウジンシンライデキルコウムテンエラビソウダンショ・モトメラレルコウムテンカイ

ＮＰＯ法人信頼できる工務店選び相談所・求められる工務店会

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

3 ）事業者 １ ）事業者 １ ）事業者

ＴＥＬ ０120　－　４６　－　５５７８

569 0053

大阪府高槻市春日町１５番１８号

営業時間 9：00～1７：00

団体の特徴

　地域の住宅の耐震診断・耐震強化、バリアフリー、省エネル
ギー等の住宅づくりに関する適切な情報や知識の提供を行うこと
により、地元住民が安心・安全・快適に暮らせる住環境づくりを
支援推進します。特に耐震診断・耐震補強促進のための「命を守
る家づくり」セミナーやパネル展の開催、お気軽にご利用いただ
ける相談窓口の設置、電話によるご相談も受け付けています。

２２ 人

０７２　－　６７１　－　５５５６

http://www.good-ccc.jp/

ＦＡＸ

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断 設計

高槻市 ○ ○ ○ ○ ○

定休日 日曜、祝日

板垣　優子

平成 20 10 1

○ ○

高槻市 ○ ○

高槻市 ○

○

改修工事
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フリガナ

団体名称

■ ■ ■

（ （ （

会員数

所在地 〒 －

営業時間／定休日

代表者氏名

設立年月日 年 月 日

問い合わせ窓口

ホームページＵＲＬ

■紹介できる耐震事業者

1 鴻上建築工房

2 しちた工務店

3 髙橋工務店

○ ○

改修工事

○

枚方市 ○ ○

豊中市 ○ ○

○

定休日 土・日・祝日・年末年始・盆休み

関谷　英雄

平成 16 3 18

○大阪市西成区 ○

ＦＡＸ

耐震事業者の名称 所在地
紹介できる事業種別 建築士

事務所
登録

建設業
登録診断 設計

団体の特徴

　大阪府内の建築技能者に対し、作業主任者技能講習・石綿
使用建築物等解体業務特別教育を行ない、その技能の向上を
図るとともに、府民に対し住宅リフォームに関する設計・施
工等の役務の情報提供、木造住宅の耐震診断・改修相談を行
なっている。

17 人

2 ）事業者

ＴＥＬ

556 0015

大阪市浪速区敷津西2-7-17

営業時間 9：00～1７：30

トクテイヒエイリカツドウホウジン　オオサカケンセツアンゼンギノウセンター

特定非営利活動法人 大阪建設安全技能センター

耐震事業者を紹介できる
事業の種別と事業者

 耐震診断  耐震設計  耐震改修工事

2 ）事業者 2 ）事業者
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■ 耐震化支援団体から耐震事業者を紹介してもらう時に、実施したい内容を詳しく説明し

ておきましょう。 

■ 耐震化支援団体や耐震事業者の紹介を受けた場合は、担当者の氏名や連絡先を聞いてお

きましょう。 

■ 見積りをしてもらった場合は、見積りに入っている内容と入っていない内容等の説明を

受けましょう。 

 

 

耐震診断 

 

■ 診断を依頼する前に特に心配な部分や見てほしい部分があれば、相談しておきましょう。 

■ 診断当日までに、家具や荷物など移動しておかなければならないものを聞いておきまし

ょう。 

■ 診断が完了すれば『耐震診断報告書』をもらい、その結果を説明してもらいましょう。

分からない内容は質問して理解しましょう。 

 

 

耐震改修設計 

 

■ 設計者と、どの程度の耐震改修工事が必要か、いくらの予算が必要か、仕上げ材の復旧

範囲はどこまでするか、実施期間はどれぐらいかなどについて打ち合わせましょう。ま

た、補強内容によっては、工事期間中仮住まいする必要がありますので、相談しておき

ましょう。 

■ 耐震改修工事と併せてリフォームを考えられている場合は、設計実施前にリフォーム内

容などについて設計者と打ち合わせましょう。 

■ 壁の内部などの状況により、設計図面のとおり工事ができず、再度、耐震改修設計が必

要となる場合があります。そのような場合の業務を依頼するかどうかを耐震事業者と打

ち合わせしておきましょう。 

■ 工事を別の耐震事業者などに依頼する場合で、工事中の検査や確認をしてほしい時は、

工事監理という業務があります。工事監理をしてもらう場合は、別途その費用が必要で

すが、専門家が依頼者に代わって工事が設計図どおりに実施されているかなどをチェッ

クしてくれます。工事監理を依頼するかどうかを打ち合わせしておきましょう。 

■ 耐震改修設計が完了したら、耐震事業者から設計図面や耐震補強計算書など『耐震改修

設計図書』が提出されますので、その説明を受け大切に保管しておきましょう。分から

ない内容は質問して理解しましょう。 

 

 

 

耐震診断・耐震改修設計・耐震改修工事をすすめるときのポイント 
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耐震改修工事 

 

■ 工事の見積書をもらうときは、なるべく工事内容が細かく記載され、よくわかるものを

もらいましょう。 

■ 紹介してもらった耐震事業者に工事を依頼するときは、工事の請負契約をしましょう。

見積書だけで工事を依頼すると、あとでトラブルの原因となることもありますのでご注

意ください。 

■ 契約を結ぶ前には、耐震事業者から契約内容について十分説明を受けましょう。特に、

契約に何が含まれ、何が含まれていないのかについては、双方で確認しておきましょう。

また、不明な部分があれば質問し、納得してから契約しましょう。 

■ 工事の前には、近所の方に工事を理解していただけるようお話ししておきましょう。 

■ 工事期間中の質問、要望、変更依頼などがあれば、伝達事項を正確に伝えるため、耐震

事業者の責任者に直接伝えるようにしましょう。 

■ 耐震補強した部分はほとんどの場合、仕上げ材で隠れてしまいますので、補強材が取り

付けられたら仕上げる前に見せてもらい、自分の目でも見て、説明を受けておきましょ

う。 

■ 工事が完了すれば、工事を請け負った耐震事業者又は、工事監理者から完了の報告があ

りますので、依頼者として確認をしておきましょう。 

■ 工事完了検査の確認後、工事を請け負った耐震事業者や工事監理者から、『工事（監理）

報告書』や『工事工程写真』などの書類が提出されますので、その説明を受け大切に保

管しておきましょう。分からない内容は質問して理解しましょう。 

 

 

依頼した事業が完了したら 

 

■ 依頼した事業が完了したら、大阪市耐震改修支援機構の事務局から『耐震化支援団体・

耐震事業者に関するアンケート』をお送りしますので、ご協力お願いいたします。今後

の耐震化事業の参考とさせていただきます。 
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◎ 下記の『耐震事業者の紹介に関するご了解事項』に同意のうえ、お申し込みください。 

 

◎ 大阪市耐震改修支援機構の窓口へお越しいただくか、お電話でお申し込みください。 

電話申し込みの場合は、申込書を後日郵送していただきます。 

 

耐震事業者の紹介のみを希望される場合 

 

◎ 耐震事業者の紹介のみご希望の場合は、『耐震化支援団体 紹介申込書（様式－１）』

（Ｐ１３～１４）に、必要事項をご記入いただき、建物の外観写真を添えてお申し込

みください。 

 

耐震事業者の紹介と補助制度を利用される場合 

 

◎ 補助制度も利用される場合は、『大阪市耐震診断･改修補助事業 事前相談書、耐震化

支援団体 紹介申込書（様式－２）』（Ｐ１５～１６）に、必要事項をご記入いただき、

『固定資産税家屋評価証明書』（建築年が入ったもの）と建物の外観写真を添えてお申

し込みください。 

 

 

 

耐震化支援団体の紹介申し込み方法 

■耐震事業者の紹介に関するご了解事項 

 

○ 大阪市内にある木造在来構法の住宅（住宅以外の用途を併存するものを含む）の所有者を

対象とします。 

 

○ 所有者と使用者が異なる場合は、使用者等の同意が必要です。 

 

○ 一定の基準を満たす耐震化支援団体及び耐震事業者の情報提供を行うもので、耐震事業者

と締結される契約内容等を保障するものではありません。 

 

○ 必ず大阪市耐震改修支援機構事務局（大阪市住まい公社）に紹介申し込みをしてください。

当支援機構事務局を通さずに、直接耐震化支援団体や耐震事業者に依頼や契約をされた場

合は、当支援機構の管轄外となり、トラブル時の相談対応等が受けられませんのでご注意

ください。 

 

○ 実施したい事業種別を十分検討してからお申し込み下さい。大阪市耐震改修支援機構に登録

されている耐震化支援団体や耐震事業者は、紹介できる事業種別がそれぞれ異なりますので、

複数の事業をご希望の場合は、耐震化支援団体によくご相談ください。 
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（様式－１ 耐震事業者の紹介のみを希望される方） 

平成   年   月   日 

大阪市耐震改修支援機構 宛 

 

申請者（建物所有者）  

住  所                    

 

電話番号      －     －       

 

氏  名                   ㊞ 

 

 

大阪市耐震改修支援機構 耐震化支援団体 
 

紹 介 申 込 書 
 

耐震化支援団体の紹介を受けたいので、『耐震事業者の紹介に関するご了解事項』に同意の上、 

下記のとおり申し込みます。 

 

記 

 

建 物 所 在 地      区        丁目    番    号 

形 態 戸建（ 専用 ・ 店舗等併用 ） ・ 長屋 ・ 共同住宅（賃貸 ・ 分譲   戸） 

構 造 木造（木造在来構法の住宅のみが対象です。） 

規 模 地上   階、 延べ面積  約       ㎡ 

建 築 時 期 明治・大正・昭和・平成      年 頃（着工・竣工） 

希 望 す る 

事 業 種 別 

□ 耐震診断    □ 耐震改修設計    □ 耐震改修工事  

（希望するものすべてにチェックを入れてください。） 

紹 介 希 望 

団 体 名 
（                    ）・一任します

※ 次頁の間取りもご記入ください。 ※お申し込みの際には、建物の外観写真を併せてご提出ください。 

 

実施済事業種別 □ 耐震診断 □耐震改修設計 □耐震改修工事 □未実施 

建物使用者等の同意 □不要 □同意済 □要 

建物設計図 あり ・ なし 確認通知書又は検査済証 あり ・ なし 

受付者

記入欄 

受 付 者  紹介受付番号      － 
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下の記入欄に、申請される住宅の簡単な間取りを記入ください。（単線でのご記入でも結構です。） 

（記入欄） 

 

 

（記入例） 

 

■耐震事業者の紹介に関するご了解事項 

○ 大阪市内にある木造在来構法の住宅（住宅以外の用途を併存するものを含む）の所有者

を対象とします。 

○ 所有者と使用者が異なる場合は、使用者等の同意が必要です。 

○ 一定の基準を満たす耐震化支援団体及び耐震事業者の情報提供を行うもので、耐震事業

者と締結される契約内容等を保障するものではありません。 

○ 必ず大阪市耐震改修支援機構事務局（大阪市住まい公社）に紹介申し込みをしてくださ

い。当支援機構事務局を通さずに、直接耐震化支援団体や耐震事業者に依頼や契約をさ

れた場合は、当支援機構の管轄外となり、トラブル時の相談対応等が受けられませんの

でご注意ください。 

○ 実施したい事業種別を十分検討してからお申し込みください。大阪市耐震改修支援機構

に登録されている耐震化支援団体や耐震事業者は、紹介できる事業種別がそれぞれ異な

りますので、複数の事業をご希望の場合は、耐震化支援団体によくご相談ください。 

 

紹介受付番号            ―― 

受付者 

記入欄 コメント  
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大阪市耐震診断･改修補助事業 事前相談書 
平成   年   月   日 

大阪市住まい公社 耐震･密集市街地整備支援課 宛 

申請者氏名
フ リ ガ ナ

 

※  

印      
建物所有者・建物取得予定者・耐震診断事業者（いずれかに○をつけてください） 

住 所 
〒      

       区        丁目    番    号 

申 

請 

者 

電 話 番 号 （事業者の場合は担当者名      ）

※ 共同住宅で所有者が複数おられる場合は、代表者氏名をご記入ください。 

 

耐震診断・改修補助を受けたいので、必要書類を添えて、次のとおり事前相談を申し込みます。 

※ お申し込みの際には、建物の外観写真（２～3 枚程度）及び建築年次が確認できる書類 

（固定資産税家屋評価証明書等）を併せてご提出ください。 

 

耐震化支援団体 紹介申込書 

大阪市耐震改修支援機構 宛 
耐震化支援団体の紹介を受けたいので、『耐震事業者の紹介に関するご了解事項』（裏面記載）

に同意の上、次のとおり申し込みます。 

紹 介 希 望 す る 

事 業 種 別 

□ 耐震診断    □ 耐震改修設計    □ 耐震改修工事  

（希望するものすべてにチェックを入れてください。） 

紹 介 希 望 団 体 名 （                     ） ・  一任します 

 

実 施 済 事 業 種 別 

□未実施     □耐震診断  （H19・H20・H21・その他（      ））

         □耐震改修設計（H19・H20・H21・その他（      ））

         □耐震改修工事（H19・H20・H21・その他（      ））

建物使用者等の同意 □不要 □同意済 □要 設計図・確認通知等 有・無（     ）

申 請 方 法 □所有者 □取得予定者 □事業者 家 屋 証 明 □受領済 □未受領

書類送付状況 □交付申請 □承認申請 （  ／   □手渡し済 □郵送済 □ 未  ）

受付者

記入欄 

受 付 者  紹介受付番号     － 

 

補 助 事 業 種 別 
□ 耐震診断   □ パッケージ耐震診断   □ 耐震改修工事  

（いずれかにチェックを入れてください。） 

所 有 者 氏 名
フ リ ガ ナ

  

建 物 所 在 地    区       丁目     番     号 

形 態 戸建（専用・店舗等併用）・長屋・共同住宅（賃貸・分譲   戸） 

構 造 木造 ・ 鉄骨造 ・ 鉄筋コンクリート造 ・ 鉄骨鉄筋コンクリート造

規 模 地上   階、 延べ面積  約       ㎡ 

建 築 時 期 明治・大正・昭和・平成      年 頃（着工・竣工） 

道 路 等 幅 員     ． ｍ（小数点第１位まで記入。小数点第 2 位を切り捨て） 

建 

物 

概 

要 

 

備 考  

（様式－２ 耐震事業者の紹介と補助制度を利用される方）
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下の記入欄に、申請される住宅の簡単な間取りを記入ください。（単線でのご記入でも結構です。） 

（記入欄） 

 

 

（記入例） 

 

■耐震事業者の紹介に関するご了解事項 

○ 大阪市内にある木造在来構法の住宅（住宅以外の用途を併存するものを含む）の所有者を対象と

します。 

○ 所有者と使用者が異なる場合は、使用者等の同意が必要です。 

○ 一定の基準を満たす耐震化支援団体及び耐震事業者の情報提供を行うもので、耐震事業者と締結

される契約内容等を保障するものではありません。 

○ 必ず大阪市耐震改修支援機構事務局（大阪市住まい公社）に紹介申し込みをしてください。当支

援機構事務局を通さずに、直接耐震化支援団体や耐震事業者に依頼や契約をされた場合は、当支

援機構の管轄外となり、トラブル時の相談対応等が受けられませんのでご注意ください。 

○ 実施したい事業種別を十分検討してからお申し込みください。大阪市耐震改修支援機構に登録さ

れている耐震化支援団体や耐震事業者は、紹介できる事業種別がそれぞれ異なりますので、複数

の事業をご希望の場合は、耐震化支援団体によくご相談ください。 

 

紹介受付番号            ―― 

受付者 

記入欄 コメント  

 


